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健康・安全　意識を高め　目指せゼロ災金メダル

　
齢
重
ね
て
、も
う
す
ぐ
還
暦
で
高
齢
者
の

仲
間
入
り
も
近
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
先
般「
高
年
齢
労
働
者
の
安
全
と
健
康
確

保
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」が
策
定
さ
れ
ま

し
た
が
、職
場
の
体
制
作
り
、職
場
環
境
の
整

備
と
と
も
に
、労
働
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

も
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、こ
れ
ら
の
事
項
が
し
っ
か
り
自
分
で

で
き
る
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
が
、本
来
怠
け

者
の
身
で
あ
る
と
こ
ろ
、年
を
取
る
と
と
も
に

こ
れ
が
加
速
し
て
、何
を
や
る
に
も
面
倒
、す

な
わ
ち“
よ
だ
き
い
”と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　
あ
る
人
が
、人
生
は
山
を
登
る
が
如
し
で
、

そ
の
山
は「
の
山（
の
さ
ん
）」で
、「
の
山
」を
登

る
に
は「
よ
だ
木（
よ
だ
き
い
）」を
切
り
倒
し

登
ら
な
い
と
い
け
な
い
。ま
た
、「
短
木
」「
勝
木
」

「
損
木
」「
浮
木
」を
か
き
わ
け
、根
っ
こ
の「
し

ん
き
根
」「
や
っ
け
根
」も
掘
り
起
こ
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、と
書
い
て
い
ま
し
た
。

　「
よ
だ
き
い
」は
宮
崎
県
の
県
民
気
質
を
表

す
言
葉
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
る
最
も
有
名
な

宮
崎
弁
の
一
つ
で
す
が
、「
よ
だ
き
い
」と
思
っ

て
取
っ
た
行
動
が
結
果
と
し
て
災
害
に
結
び

つ
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
多
く

あ
り
ま
す
。「
よ
だ
木
」を
切
り
倒
さ
な
け
れ

ば
、「
の
山
」で
遭
難
し
て
し
ま
い
そ
う
・・・
。

　
こ
れ
か
ら
の
人
生
、「
よ
だ
き
い
」を
な
く
す

こ
と
が
、災
害
の
み
な
ら
ず
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と

の
改
善
に
繋
が
る
の
か
な
と
思
い
つ
つ
、人
生

1
0
0
年
時
代
に
向
け
て
楽
し
く
生
き
て
い

こ
う
と
思
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　  （
O
）

サ
ボ
テ
ン

サ
ボ
テ
ン

※エイジフレンドリーとは「高齢者の特性を考慮した」を意味する
　言葉で、ＷＨＯや欧米の労働安全衛生機関で使用されています。
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令和2年度定時総会の中止について
宮崎労働基準協会報をWEB公開へ変更します
全国安全週間
令和元年の監督指導実施状況（宮崎労働局）
雇用調整助成金
小学校休業等対応助成金
宮崎地区出張特別試験の中止について
令和２年度死亡災害発生状況
講習のご案内
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労
務
担
当
の
方

　 

安
全
衛
生
担
当
の
方
へ

　 

回
覧
を
お
願
い
し
ま
す

エイジフレンドリー職場へ！
みんなで改善　リスクの低減

《令和２年度全国安全週間スローガン》

カンパチは、ブリの仲間では最も大きくなり、体調は1.5mに達し、頭部に背面から見て八の字形の暗色斑があること
から、カンパチ（間八、勘八）と名付けられており、夏に産卵期を迎え、旬となり、刺身食材として人気のある美味し
い魚です。

6月は全国安全週間の準備期間です
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務
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
、
女

性
活
躍
推
進
、
次
世
代
育
成
支
援

対
策
な
ど
、
働
き
や
す
い
職
場
環
境

の
実
現
に
向
け
た
総
合
的
な
施
策

を
展
開
し
て
い
る
部
署
で
す
。

　

特
に
本
年
度
は
、
雇
用
環
境
・

均
等
室
所
管
の
法
律
の
施
行
が
続

く
年
に
な
り
ま
す
。
４
月
か
ら
は
い

わ
ゆ
る
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
が

大
企
業
に
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
6

月
か
ら
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
に
関
す
る
防

止
対
策
が
事
業
主
に
求
め
ら
れ
ま

す
。
さ
ら
に
来
年
１
月
か
ら
は
、
子

の
看
護
休
暇
や
介
護
休
暇
が
時
間

単
位
の
取
得
が
可
能
と
な
り
ま
す
。

企
業
の
皆
様
方
に
は
、
ご
理
解
と

ご
協
力
を
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
が
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
、
私
は
宮
崎
の
食
に
興

味
が
あ
り
、
時
間
が
で
き
れ
ば
、
食

べ
歩
き
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
着
任
中
は
宮
崎
県
を
さ

ら
に
深
く
知
っ
て
P
R
を
さ
せ
て

頂
き
ま
す
。

　

結
び
に
、
貴
協
会
の
益
々
の
ご
発

展
並
び
に
会
員
事
業
所
の
皆
様
の

ご
健
勝
を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

宮崎労働基準協会報をWEB公開へ変更します

  令和２年度第１回理事会について

 支部行事の中止について

  令和２年度定時総会の中止について
　6 月 12 日に開催する予定でした令和 2 年度定時総会は、新型コロナウィルス感

染拡大防止のため、会員の皆様に出席いただく定時総会は中止することとしました。

　なお、令和 2 年度の理事及び幹事の選任、令和元年度事業報告及び決算報告等の

議案につきましては、書面決議等による採決を実施することとしています。

　より効果的な広報を実施するため、

協会報を令和 2 年 4 月号より WEB

公開に変更しアップしています。なお、

協会報の印刷及び郵送は、令和 2 年 8

月号で終了します。

　また、協会報の内容につきましては、

これまでのとおり講習計画や各種行事

案内、宮崎労働局からのお知らせ等を

タイムリーに掲載していくこととして

いますが、本年度につきましては講習

計画の変更がたびたび生じていますの

で、ホームページから確認いただきま

すよう重ねてお願い申し上げます。

　5 月 26 日に予定していました第１回理事会は、新型コロナウィルス感染拡大防

止のため中止しました。なお、議案につきましては書面により確認いただき全員賛

成の回答を得ました。

　各支部で実施してきました次の行事は中止します。

　・全国安全週間中の「安全週間事業場訪問」

　・県内優良事業場視察（例年 9 月から 10 月頃実施）　・各地区安全衛生大会

　なお、宮崎県産業安全衛生大会の開催については現在検討中です

こちらから
閲覧が可能です。

宮崎労働基準協会 検 索
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【36協定】

  本週間 7/１▶7/ 7   準備期間 6/１▶6/30
全国安全週間

　この間、事業場では、労使が協調して労働災害防止対策が展開されてきました。この努力により全国

での労働災害は長期的には減少しており、令和元年の労働災害については 、死亡災害は前年を下回る

見込みです。しかし、休業4日以上の死傷災害については、前年を下回る見込みであるものの、死傷災

害のうち60歳以上の労働者が占める割合は増加傾向で、平成30年度から取組期間が始まった、第13次労

働災害防止計画における死傷者数の目標達成に向けては、更なる取組が求められます。また、健康寿命

とともに職業生活が延伸し、高年齢労働者が職場において大きな役割を担うようになる中、多様なニー

ズをもつ高年齢労働者が安心して働くことができるよう職場環境

を改善していくことが求められていることから、厚生労働省では

高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン（エイジフ

レンドリーガイドライン）を策定するとともに、中小企業を支援

するエイジフレンドリー補助金を創成し、職場改善の取組を促す

こととしています。

　このような状況を踏まえ、更なる労働災害の減少を図ることを

決意して、令和2年度全国安全週間は、上のスローガンの下で取

組むことをお願いします。

安全大会等での経営トップによる安全への所信表明

を通じた関係者の意思の統一及び安全意識の高揚

安全パトロールによる職場の総点検の実施

安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全

関係資料の配布等の他、ホームページ等を通じた自

社の安全活動等の社会への発信

労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、

職場見学等の実施による家族の協力の呼びかけ

緊急時の措置に係る必要な訓練の実施　

「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期

間にふさわしい行事の実施

令和2年度

 安全週間及び準備期間中に実施する事項 

【主唱者】厚生労働省・中央労働災害防止協会

 全国安全週間は、昭和3年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という基本理念の下、「産業界で

の自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を

目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で93回目を迎えます。

安心して働ける
職場をめざそう！

３つの密となる事項は延期、中止などの対応により、
コロナウィルス感染症に十分留意して取り組みましょう！

❶

❸
❷

❹

❻
❺

検 索

エイジフレンドリー職場へ！　みんなで改善　リスクの低減スローガン
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さ
ら
に
、
主
要
な
法
違
反
の
状
況
と

し
て
は
、

①
労
働
時
間
　
　
　
3
0
7
件

②
安
全
基
準
　
　
　
2
3
2
件

③
割
増
賃
金
　
　
　
2
1
5
件

④
賃
金
台
帳
　
　
　
1
4
0
件

⑤
健
康
診
断
　
　
　
1
2
3
件

の
順
と
な
っ
て
い
る
。

⑶
使
用
停
止
命
令
等

　

労
働
災
害
を
未
然
に
防
止
す
る
見
地

か
ら
、
危
険
性
の
高
い
機
械
・
設
備
等

に
使
用
停
止
命
令
な
ど
の
行
政
処
分
を

行
っ
た
件
数
は
、
39
件（
前
年
比
39
件
減
）

で
あ
っ
た
。。

　

　

宮
崎
労
働
局
は
、
令
和
元
年
に
管
内

の
労
働
基
準
監
督
署
（
宮
崎
、
延
岡
、

都
城
、
日
南
の
４
署
）
が
実
施
し
た
定

期
監
督
等
の
監
督
指
導
実
施
結
果
を

取
り
ま
と
め
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ

い
た
し
ま
す
。

　

令
和
元
年
は
平
成
30
年
に
引
き
続

き
、
月
80
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働

を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
業
場

を
中
心
に
、
長
時
間
労
働
の
抑
制
・
過

重
労
働
の
解
消
に
向
け
た
取
組
を
重
点

的
に
行
っ
た
結
果
、
3
0
7
事
業
場
で

違
法
な
時
間
外
労
働
を
確
認
し
、
そ
れ

ら
の
事
業
場
に
対
し
て
是
正
に
向
け
た

指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
を
初
年
度
と
す

る
「
宮
崎
労
働
局
第
13
次
労
働
災
害

防
止
推
進
計
画
」（
５
か
年
計
画
）
に

基
づ
き
、
労
働
災
害
防
止
の
観
点
か
ら

監
督
指
導
を
行
っ
た
結
果
、
2
3
2

事
業
場
で
安
全
基
準
対
策
の
未
実
施
を

確
認
し
、
そ
れ
ら
の
事
業
場
に
対
し
て

是
正
に
向
け
た
指
導
を
行
い
ま
し
た
。

　

本
年
度
に
お
い
て
も
、
引
き
続
き
長

時
間
労
働
の
抑
制
・
過
重
労
働
の
解
消

及
び
労
働
災
害
の
防
止
に
向
け
た
取
組

を
重
点
的
に
実
施
し
、
法
違
反
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
是
正
に
向
け
て
必
要

な
行
政
指
導
を
行
う
と
と
も
に
、
過
重

労
働
に
よ
る
業
務
上
の
疾
病
を
発
生
さ

せ
た
事
業
場
や
重
大
な
災
害
を
発
生
さ

せ
た
事
業
場
に
は
司
法
処
分
を
含
め
、

厳
正
に
対
処
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
３
　
今
後
の
指
導
方
針

　

宮
崎
労
働
局
及
び
管
内
各
労
働
基

準
監
督
署
に
お
い
て
は
、
安
心
、
快
適

に
働
く
こ
と
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
を

目
指
し
て
、
長
時
間
労
働
の
是
正
、
労

働
条
件
の
確
保
・
改
善
及
び
労
働
者
の

安
全
と
健
康
の
確
保
な
ど
の
対
策
を
強

力
に
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

引
き
続
き
、
法
定
労
働
条
件
の
履

行
確
保
を
図
る
た
め
、
的
確
な
監
督
指

導
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
重
大
又
は

悪
質
な
事
案
に
対
し
て
は
、
厳
正
に
対

処
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

令
和
元
年
の
定
期
監
督
指
導
等
実
施
状
況
（
宮
崎
労
働
局
）

安
全
基
準
対
策
の
未
実
施
で
2
3
2
事
業
場
に
行
政
指
導

 307
事
業
場
で
違
法
な
時
間
外
労
働

※ 違反状況は主要なものを抜粋しており、また、同一事業場で複数の違反が認められるケース
    もあり、違反事業場数と各違反項目の合計数とは一致しない。 

《表１　主要な法違反事項》

監督実施事業場数 違反事業場数（件） (%)違反率

平成 27年 平成 28年 平成 29年 平成 30年 令和元 年

1,284 

988 
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628 672
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《図１　定期監督等実施事業場数及び違反事業場数の推移》
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1,070

919
854

1,480

1,624

 62.8
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重
大
・
悪
質
な
法
令
違
反
が
認
め
ら

れ
た
場
合
等
に
つ
い
て
は
、
送
検
手
続

を
取
る
な
ど
厳
正
に
対
応
し
て
お
り
、

令
和
元
年
に
は
14
件（
前
年
比
８
件
増
）

の
事
件
を
宮
崎
地
方
検
察
庁
に
送
致
し

て
い
る
。

　

事
件
の
内
訳
と
し
て
は
、
労
働
基
準

法
違
反
被
疑
事
件
２
件
、
労
働
安
全

衛
生
法
違
反
被
疑
事
件
12
件
と
な
っ
て

い
る
。

・
平
成
27
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平
成
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【
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平
成
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年 

【
6
件
】

・
令
和
元
年 

【
14
件
】　　

　
　
１
　
定
期
監
督
等
の
実
施
状
況

⑴
定
期
監
督
等
実
施
事
業
場
数
及
び

違
反
事
業
場
数
の
推
移
（
図
１
）

　

平
成
30
年
に
お
け
る
定
期
監
督
等
の

実
施
件
数
は
1,
4
8
0
件（
前
年
比

1
1
4
件
減
）
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
法

違
反
が
認
め
ら
れ
、
改
善
を
指
導
し
た

事
業
場
数
は
8
5
4
件（
同
65
件
減
）、

違
反
率
は
57.
7
％（
同
1.
1
ポ
イ
ン

ト
増
）
で
あ
っ
た
。

⑵
業
種
別
定
期
監
督
等
実
施
事
業
場

数
及
び
主
要
な
法
違
反
事
項
の
状
況

（
表
１
）

　

定
期
監
督
等
実
施
事
業
場
を
業
種
別
に

み
る
と
、

①
製
　
造
　
業
　   

3
6
0
件

②
建
　
設
　
業
　
　
3
0
6
件

③
商
　
　
　
業      

2
4
9
件

④
接
客
娯
楽
業
　
　
1
7
6
件

⑤
保
健
衛
生
業
　
　
1
2
7
件

の
順
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
違
反
率
が
高
い
業
種
（
年
間

30
件
以
上
の
監
督
を
実
施
し
た
業
種
に

限
る
。
以
下
同
じ
。）
は
、

①
清
掃
・
と
畜
業	

8
3.
8
％

②
運
輸
交
通
業
　
　
7
4.
1
％

③
保
健
衛
生
業	

5
9.
8
％

④
製
造
業
　
　
　
　
5
9.
7
％

⑤
商
業
　
　
　
　
　
5
8.
6
％

の
順
と
な
っ
て
い
る
。
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※対象労働者に休業手当等を多く支払っても、
事業主の負担額は同じ（上記２例は、事業主の負担は同じ 円）

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

【特例の対象となる事業主】

LL020501企01

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小企業を対象とします。

～雇用調整助成金を活用して従業員の雇用維持に努めて下さい。～

休業又は教育訓練を実施した場合

解雇等（※）を行わなかった場合

事業主が
支払った
休業手当
等のうち、
％を国

が助成
※令和２年４月
１日から令和２
年６月 日まで
の休業等につい
て適用

事業主が支払った休業手当等
のうち、 ％を超えた部分
について ％を国が助成
（国が ＋ ＝ 円を助
成するので、事業主の負担は ｰ

＝ 円）

事業主が支払った休業手当等
のうち、 ％を国が助成
（事業主の負担は０円）

事業主が支払っ
た休業手当等の
うち、 ％を国
が助成（国が 円
を助成するので、事業主
の負担は ｰ ＝
円）

※対象労働者
１人１日当たり 円が上限

※令和２年４月８日から
令和２年６月 日までの
休業等について適用

【特例措置の内容】

その他要件を満たした場合（詳細は裏面へ）

事業主が賃
金の ％を
超えて休業
手当を支給
する場合
（例えば、事業主
が ％の 円
の休業手当を支
払った場合）

（※）解雇と見なされる有期契約労働者の雇い止め、派遣労働者の
事業主都合による中途契約解除等を含む。

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法等に
基づき都道府県対策本部長が行う要請により、
休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設
を運営する事業主であって、これに協力して休
業等を行っている

○ 以下のいずれかに該当する手当を支払って
いること
①労働者の休業に対して100％の休業手当を
支払っていること

②上限額（8,330円）以上の休業手当を支払っ
ていること
（支払率60％以上である場合に限る）

令和２年４月８日～
令和２年６月 日までの期間
に休業していること

事業主が
賃金の
の休業手当を
支給する場合
（事業主が
円の休業手当を支
払った場合）

※令和2年 5月 1日現在の内容のため、今後、変更されることがあります。最新の情報は、以下の厚生労働省HPからご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ
中小企業の皆様への雇用調整助成金の
特例を拡充します

（中小企業の方へ）

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業等を行い、労働者の雇用
維持を図った場合、事業主が労働者に支払った休業手当等の一部（一定の要件を満たす場合は全部）が国によって助成される制度です。

※助成額は、前年度の雇用保険の保険料の算定基礎となる賃金総額等から算定される平均賃金額に休業手当支払率（休業の場合は60％以上、
　教育訓練の場合は100％）を掛け、１日当たりの助成額単価を求めます。

30

ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局やハーローワークまでお問い合わせください。
また、構成労働省のホームページに、雇用調整助成金の概要や活用の流れなどを記載したガイドブックが（簡易版）などが
ございますので、こちらもぜひご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

厚生労働省　雇用調整助成金 検  索

お問い合わせ

例として、以下括弧内に平均賃金が１日８,000円である場合の助成額（※）を記載しています

％
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小学校休業等対応助成金（労働者を雇用する事業主向け）

新型コロナウイルス感染症の影響により、小学校等が臨時休業等した場合に、その小学校等
に通う子どもの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規
問わず、有給の休暇（労働基準法上の年次有給休暇を除く。）を取得させた企業を助成します。

①令和2年5月11日現在の内容のため、今後、変更されることもあります。最新の内容、支給
要件の詳細や具体的な手続きは、以下の厚生労働省ホームページにて確認ください。
また、申請書の様式は、厚生労働省ホームページから印刷してください。
※https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunisuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

※新型コロナウイルス感染症による小学校等対応支援金（委託を受けて個人で仕事をする方向け）についても、
お問合せ先は上記のコールセンター（フリーダイヤル 0120－60－3999）、申請先は（〒135－0042
　東京都江東区木場2－7－23　第一ビル１F）になっています。
※詐欺にご注意ください。国や委託事業者から、助成金の相談について電話などで勧誘することはありません。
また、振込先、口座番号やその他の個人情報を個人の方に電話などで問い合わせることはありません。

◆対象者（事業主）

◆支給額

◆申請期間

①又は②の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法
上の年次有給休暇とは別途、有給（賃金金額支給）の休暇を取得させた事業主。
　①新型コロナウイルス感染症に関する対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等 
　　した小学校等に通う子ども
　②新型コロナウイルスに感染した子どもなど、小学校等を休む必要がある子ども

有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10 (※支給上限は1日あたり
8,330円 )

令和 2年9月30日まで (※事業主ごとに、可能な限りまとめて申請をお願いします。)

②お問い合せについては、下記のフリーダイヤル（コールセンター）まで

（フリーダイヤル）0120－60－3999 9：00～21：00
土日・祝日含む受付時間

③申請書の提出は、下記の 学校等休業助成金・支援金受付センター
（厚生労働省の委託事業者）に、郵送（配達記録が残るもの）してください。

＜北陸、中部、九州（宮崎）・沖縄地区＞
〒135－0042　東京都江東区木場2－7－23　第一びる１F
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署別 計 前年
同期

製造業
建設業
運輸業
林　業
その他
計

0
3
1
0
0
4

0
3
1
0
1

都
城

1
0

宮
崎

3　

1
2

3

2

日
南

1

1

2
1

1
1

延
岡

2

0

2

0 5前年同期

令和2年 労災死亡者累計
令和2年5月14日現在

令和2年5月15日現在

宮崎労働局

宮崎労働局

～事業主の皆さんへ～
宮崎地区出張特別試験の
中止のお知らせ

令和2年度死亡災害発生状況令和2年度死亡災害発生状況

　本年8月1日及び11月23日に予定されていました労働安全衛生法に基づ
く衛生管理者、2級ボイラー免許試験等は、新型コロナウィルス感染拡大
防止のため全て中止となりました。
　なお、実技講習の有効期限等の関係で受験が必要な方は、福岡県久留
米市の九州安全衛生技術センターにおいて試験を実施しています。
　詳しくは九州安全衛生技術センターのホームページ
　　　　　　（http://www.kyushu.exam.or.jp/）をご覧ください。

第1種衛生管理者
受験準備講習

（6/23～6/25）
及び模擬試験（7/8）

を中止します

新型コロナウィルス
感染拡大防止のため

　建築現場において、基礎部分のコンクリート打設作業を行っていたところ、生コン打設用に使用していたコ
ンクリートポンプ車の第２ブームが折損し、打設場所の均し作業を行っていた被災者にブームが激突した。

牛舎建築現場において、合掌組みを被災者は行っていた。横桁にかけ渡した足場板上で隣の横桁間
にかけ渡す足場板を移動させていたところ、足を踏み外し、約3.3メートル墜落した。

経験期間発生月番号

番号

起因物業  種 性別 年齢事故の型

経験期間発生月 起因物業  種 性別 年齢事故の型

災  害  の  概  要

災  害  の  概  要

3

4

4月 50代 22年男その他の
建設機械等激突され建築工事業

5月 70代 30年男作業床、歩み板墜落・転落建築工事業
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講   習   名 受 講 料
（消費税込）

テキスト代
（消費税込）

担当支部 開　催　日 会　場

技
能
講
習

ガス溶接 12,100
会員     330
一般 　880

宮崎
※7 / 1 1（土）～ 7/12（日）

( 学科 ) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）
( 実技 ) ポリテクノセンター宮崎

※7 / 1 8（土）～ 7/19（日）

延岡

※7 / 1 1（土）～ 7/12（日）

( 学科 ) 延岡市職業訓練支援センター
( 実技 ) ポリテクノセンター宮崎※7 / 1 8（土）～ 7/19（日）

※7 / 2 5（土）～ 7/26（日）

玉掛け
（玉掛け用具を用いて荷掛け・荷外しを行う作業。

クレーンのつり上げ荷重１トン以上）

 27,280   
( 免除 25,190)

会員    550
一般 1,650

宮崎
6 / 4（木）～ 6 / 6（土）

( 学科 ) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）
( 実技 ) 矢野運輸

6 / 2 5（木）～ 6/27（土）

都城 7 / 1 6（木）～ 7/18（土） ( 学科 ) 都城地区建設業協会
( 実技 ) 海晴機械（三股町）

小型移動式クレーン運転
（つり上げ荷重１トン以上５トン未満）

34,540
（免除 32,120）

会員　605
一般 1,705

宮崎 6 / 1 8（木） ～ 6/20（土） ( 学科 ) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）
( 実技 ) 矢野運輸

延岡 6 / 2 5（木）～ 6/27（土） ( 学科 )延岡市職業訓練支援センター
(実技) 日向地区中小企業支援機構

作
業
主
任
者

特定化学物質及び
四アルキル鉛等

11,440
会員　880

 一般 1,980 宮崎 7 / 1 4（火）～ 7/15（水） 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

酸素欠乏・
硫化水素危険

17,160
会員 1,100
一般 2,200

延岡 6 / 9（火）～ 6/11（木） 都合により中止します。

宮崎 6 / 1 5（月） ～ 6/17（水） 都合により中止します。

都城 7 / 8（水） ～ 7/10（金） 都城地区建設業協会

有機溶剤 11,440
会員 660

 一般 1,760

延岡 7 / 7（火）～ 7 / 8（水） 延岡市職業訓練支援センター

都城 7 / 3 0（木） ～ 7/31（金） 都城地区建設業協会

ボイラー実技演習 14,960
会員 0

 一般 1,151 都城 7 / 2 6（日）～ 7/28（火） ( 学科 )持永木材（都城市）
(実技) 都城地区建設業協会

特
別
教
育

クレーン運転業務
（つり上げ荷重５トン未満）

会員 13,255
 一般 14,630 1,705

延岡 6 / 1 6（火）～ 6/17（水） ( 学科 ) 延岡市職業訓練支援センター
( 実技 )日向地区中小企業支援機構

都城 ※6 / 2 6（金）～ 6/27（土） ( 学科 ) 都城地区建設業協会
( 実技 ) 海晴機械（三股町）

アーク溶接 会員 17,270
 一般 20,350 1,100 宮崎 ※7 / 2 1（火）～ 7/23（木） 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

電気取扱（低圧）  会員 11,550
 一般 14,630 715 宮崎 7 / 2 9（水）～ 7/30（木） 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

フルハーネス型
堕落制止用器具

会員 11,660 
一般 14,740

990
宮崎 　6/14（日） ( 学科 ) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

( 実技 ) 矢野運輸

日南 　　6/26（金） 日南市テクノセンター

巻上げ機運転業務 会員 6,710
 一般 9,790 1,050 6 / 1 2（金）～ 6/13（土） ( 学科 ) 矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

( 実技 ) 矢野運輸

そ
の
他

職長等の教育
(安全衛生責任者教育は含まれません)  

会員 11,550
一般 14,630 880 都城 6 / 9（火）～6/10（水） 都城地区建設業協会

第一種衛生管理者受験準備 会員 13,880
一般 16,940

テキスト
4,400
問題集

2,420

宮崎 6 / 2 3（火）～ 6/25（木） 都合により中止します。

第一種衛生管理者模擬試験 会員 4,400 
一般 5,500 880 宮崎 7/8（水） 都合により中止します。

雇入れ時等の安全衛生教育
この特別教育は法定教育です。

   ６時間コース
会員 7,150テキスト代込 　一般 9,240

宮崎 6/2（火）  矢野産業祇園ビル講習会場（宮崎市）

　

8  8  

(免除)…玉掛け・小型移動式クレーン運転技能講習、安全管理者選任時研修等の免除対象者についてはお問合せいただくか、宮崎労働基準協会HPでご確認ください。　

講習のご案内講習のご案内
6 7 月分

お申し込み・お問い合わせは担当支部までお願いします。

宮崎基準協会

「受講申込書」はホームページから
印刷(ExcelまたはPDF形式)できます・「技能講習」等の受講申込書に、自動車運転免許証等の写しの貼付が必要です。

・受講料・テキスト代は消費税込みの金額です。お支払いはお申込み時が原則
 ですが、遅くとも開催日の５日前までにお願いいたします。
・テキストの送付を希望される場合は、送料をご負担していただきます。
・※印の講習は学生が多いため、受講希望の方は担当支部にお問い合わせください。宮崎労働基準協会報宮崎労働基準協会報宮崎労働基準協会報

公益社団法人宮崎労働基準協会   宮崎市祇園3丁目1番地 矢野産業祇園ビル　TEL.0985-25-1853  http://www.miyazaki-roukikyo.or.jp
塩月 光夫   　　100円（　　　　　　）会員の購読料は

会費の中に含まれています発行人 定 価

健康・安全　意識を高め　目指せゼロ災金メダル

講習会・会報誌・その他協会事業に関するご意見、ご要望をお寄せください

延岡支部
〒885-0037 都城市花繰町20－8 ケイディビル2階〒882-0847 延岡市旭町2－1－1

本部　　宮崎支部　　■ ■ ■■

■

宮崎市祇園3－1 矢野産業祇園ビル〒880-0024
TEL.0985－25－1853  FAX.0985－28－9080

TEL.090－5471－8255

都城支部

TEL.0982－34－5538 FAX.0982－21－0117 TEL.0986－24－5603　FAX.0986－24－5618
日南支部

申
し
込
み
受
付
は
原
則
と
し
て
開
催
日
の
１
カ
月
前
か
ら
で
す
。
１
カ
月
前
が
土
・
日
・
祝
日
に
あ
た
る
場
合
は
、
翌
営
業
日
と
な
り
ま
す
。


